
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

１ 現状 

南阿蘇村は、世界有数のカルデラ内に位置する特有の地理的条件下にあり、その雄大な自然は

観光業をはじめとする地域経済の礎となっています。しかし、その地理的特性は、地震、火山噴

火、風水害といった多様な自然災害リスクと常に隣接していることも意味します。特に、平成28

年熊本地震による甚大な被害は、地域経済の脆弱性を浮き彫りにし、事業継続の重要性を改めて

認識させる契機となりました。近年の気候変動に伴う豪雨災害の激甚化や、感染症、サイバー攻

撃といった新たな脅威の台頭は、これまでの想定を超える複合的なリスクへの備えを求めていま

す。このような背景から、本事業継続力強化支援計画を更新し、過去の教訓を未来への備えへと

昇華させることは、個々の事業者の経営基盤を固めるだけでなく、南阿蘇村全体の経済的強靭性

を高めるための喫緊の戦略的課題であると言えます。 

 

（１）地域の災害等リスク 

南阿蘇村が直面する主要な災害等のリスクは以下の通りです。 

【南阿蘇村ハザードマップ】 

https://www.vill.minamiaso.lg.jp/bousai/kiji00328/3_28_up_87i4ycmc.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vill.minamiaso.lg.jp/bousai/kiji00328/3_28_up_87i4ycmc.pdf


（風水害・豪雨災害・土砂災害：ハザードマップ） 

○南阿蘇村はすり鉢状の地形であり、集中

豪雨発生時には土石流や河川の氾濫によ

る浸水被害のリスクが高い地域です。南

阿蘇村ハザードマップによれば、村内を

流れる白川の氾濫や土砂災害の危険区域

に多くの住居や事業所が点在しており、

大規模な被害の発生が予測されています。 

 

（地震：南阿蘇村復旧復興本部、J‐SHIS） 

○平成２８年熊本地震では、村内で死者３

０名（関連死１４名含む）、重傷者３１

名、家屋の全壊６９９件を含む計２,８５

８件の家屋被害が発生するなど甚大な被

害を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※南阿蘇村復旧復興本部 平成28年熊本地震に係る被害及び復旧状況より抜粋 

地震ハザードステーション（J-SHIS）のデー

タによると、村の西側には活断層が通過してお

り、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞わ

れる確率は、村内の多くの地域で6%～26%と予

測されており、依然として高い地震リスクに晒さ

れています。 

 



（その他特に想定されるリスク）  

○火山噴火  

活動火山である阿蘇山を擁しており、

噴火のリスクは常に存在します。現在の

科学技術をもってしても噴火の正確な予

測は困難であり、小規模な噴火であって

も、増加傾向にあるインバウンドを含む

観光客や地域住民に人的被害を及ぼす可

能性があります。 

○感染症  

新型インフルエンザは10年から40

年の周期で世界的な大流行を繰り返し

ており、国民の大部分が免疫を持たな

い新たなウイルスが出現した場合、全

国的かつ急速なまん延により、国民の

生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがあります。 

○サイバー攻撃 

  事業活動のデジタル化が進む中で、サイバー攻撃は新たな経営リスクとして顕在化して

います。情報漏洩やシステムの停止は、事業の信頼失墜や直接的な経済損失につながるだけ

でなく、地域経済のサプライチェーン全体を寸断させるおそれもあり、物理的な災害と同様

に事業継続を脅かす重大なリスクと認識する必要があります。 

 

（2）域内の商工業者の状況 

当地区における商工業者の状況は以下の通りです。 

・商工業者等総数    525者 

・小規模事業者総数 429者 

【内訳】 

※業種別の内訳は上記の表の通りであり、特に卸売・小売業および飲食・宿泊業の事業者

は、活断層周辺や土砂災害危険区域を含む村内全域に広く分散して立地している特徴があ

ります。 

 

業 種 商工業者等数 小規模事業者 備考（土地の立地状況等） 

 

商 

工 

業 

者 

建設業 46 43 地区内に広く分散している 

製造業 30 27 地区内に広く分散している 

卸売・小売業 155 120 
活断層周辺及び土砂災害危険

区域も含め広く分散している 

飲食・宿泊業 154 116 
活断層周辺及び土砂災害危険

区域も含め広く分散している 

その他 140 123  



（３）これまでの取組 

これまで、南阿蘇村及び南阿蘇村商工会は以下の防災・事業継続に関する取り組みを実施し

てきました。 

１）南阿蘇村の取組 

・南阿蘇村地域防災計画の策定、防災ハザードマップの作成。 

・防災訓練の実施（村、学校、保育園、各地区自主防災組織） 

・ホームページ、防災無線、エリアメール、ライン、防災アプリでの住民への情報提供。 

・新型インフルエンザ等対策行動計画の策定、予防接種の助成。 

 

２）南阿蘇村商工会の取組 

・事業者BCPに関する国の施策の周知 

・熊本県火災共済協同組合と連携した損害保険への加入促進 

・事業継続力強化に関するセミナーを開催し、事業継続力強化計画、BCP等の国の施策を周知

するとともに、策定の必要性を啓発した。 

 

３）事業継続力強化支援計画の実施状況  

・村内小規模事業者を訪問し事業者BCPの策定に係る指導 １者 

・熊本県火災共済協同組合と連携した損害保険への加入促進   

         R７年度 休業対応応援共済のチラシを全会員に配布 ２者加入 

・事業継続力強化に関するセミナー R3年度、R７年度 各１回開催 

 取組目標（セミナー開催回数、事業継続計画（ＢＣＰ）策定件数） 

※意欲的で必要性の高い事業者をセミナー開催してＢＣＰ策定支援。 

項目 R3年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

事業者ＢＣＰ策定件数（実績） ３（０） ３（0） ５（1） ５（０） ７（０） 

セミナー開催件数（実績） ２（１） ２（0） ２（0） ２（0） ２（1） 

 

これらの現状分析は、本村が多様なリスクに直面しており、一定の対策が進められている一方

で、小規模事業者の個々の備えには依然として大きな隔たりがあることを示唆しています。この

ギャップを埋めることが、次に述べる具体的な課題の核心となります。 

 

２ 本計画の策定及び実行にあたっての課題と対策 

前項の現状分析を通じて、南阿蘇村の小規模事業者が直面する複合的なリスクと、これまでの

対策におけるギャップが明らかになりました。特に、多くの事業者が災害リスクを「自分事」と

して捉えきれておらず、具体的な事業継続計画（BCP）の策定に至っていない現状は深刻な課

題です。また、商工会自身の支援体制においても、専門的ノウハウの不足や新たなリスクへの対

応の遅れが見られます。本計画の実効性を確保するためには、これらの課題を直視し、具体的か

つ実践的な対策を体系的に講じることが急務です。 

本計画の推進にあたり、以下の課題を特定し、それぞれに対応する対策を講じます。 

 



【課題】 

①緊急時の具体的体制・マニュアルの不備、専門知識を持つ人材及び備蓄品の不足  

商工会としての緊急時対応が漠然としており、具体的な行動マニュアルや関係機関との連携

体制が未整備であることに加え、商工会自身の防災備品の備蓄も不足しています。また、

BCP策定支援やリスクファイナンスに関する専門知識を持つ職員が不足しています。 

②事業者の災害リスク認識とBCP策定意欲の低さ  

多くの小規模事業者が、地域の災害リスクに関する情報を十分に持ち合わせておらず、

BCP策定の必要性を認識しているものの、策定には至っていないのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③感染症やサイバー攻撃など新たなリスクへの対応不足  

自然災害以外の新たな脅威、特に感染症のまん延防止対策や、事業活動のデジタル化に伴う

サイバーセキュリティ対策が多くの事業者で手薄になっています。 

【対策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①緊急時の具体的体制・マニュアルの不備、専門知識を持つ人材及び備蓄品の不足について

は、南阿蘇村との連携体制を具体化し、発災時の情報共有、応急対応における役割分担を

明確にしたマニュアルを共同で整備します。併せて、商工会として必要な防災備品を計画

的に調達・管理します。また、中小企業診断士等の専門家派遣制度を活用するとともに、

職員向け研修会を定期的に開催し、BCP策定支援や保険・共済に関するノウハウ不足を解

消します。 



②事業者の災害リスク認識とBCP策定意欲の低さについては、経営指導員による巡回指導の

際にハザードマップを積極的に活用し、各事業所の立地場所に応じた具体的なリスクを説

明することで、リスクの「自分事化」を促進します。また、BCP策定のハードルを下げる

ため、小規模事業者でも着手しやすい簡易版のBCP策定ツールを導入し、セミナー等を通

じてその活用を広く周知します。 

③感染症やサイバー攻撃など新たなリスクへの対応不足については、感染症対策として、衛

生品の備蓄や体調不良者を出社させないルール作り等の重要性を周知します。あわせて、

事業中断に備えるための休業補償保険など、リスクファイナンスの必要性についても啓発

します。サイバー攻撃に対しては、基本的なセキュリティ対策に関する情報提供や注意喚

起、専門家によるセミナーを実施し、事業者の意識向上を図ります。 

 

これらの課題認識と対策の方向性は、本計画が達成すべき具体的な目標設定の基盤となりま

す。次に、これらの対策を通じて実現を目指す目標を明確に定義します。 

 

３ 目標 

前項で特定した課題と対策に基づき、本計画は南阿蘇村の小規模事業者の事業継続能力を体系

的に強化するための戦略的目標を設定します。これらの目標は、単に個々の事業者の防災対策を

促すに留まらず、事業者間の連携、行政との協働、そして地域経済全体のレジリエンス（強靭

性）向上に貢献することを目指すものです。平時からの備えと発災後の迅速な対応の両面からア

プローチすることで、予測困難な事態においても地域経済の活力を維持・早期回復させる基盤を

構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、以下の主要な目標を達成することを目指します。 

・地区内小規模事業者に対し、自然災害、感染症、サイバー攻撃等の多様なリスクを具体的

に認識させ、事業継続のための事前対策の必要性を広く周知徹底します。 

・南阿蘇村と緊密に連携し、発災時において地区内の被害情報を迅速かつ正確に報告・共有

するための円滑な連絡ルートを構築・定着させます。 



・発災後には速やかな復興支援策を講じ、また感染症発生時には迅速に拡大防止措置を実行

できるよう、平時から商工会組織内及び関係機関との連携体制を強化・構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平時から物資の備蓄を行い、災害時に備えるとともに、小規模事業者に対しても備蓄の重

要性を周知します。 

・巡回や窓口指導時に「リスクチェックシート」等を活用し、共済・保険制度への加入状況

を確認するとともに、未加入者に対しては保険会社と連携した相談会等を実施し、加入を

積極的に促進します。 

 

  具体的には、以下の目標を設定し取り組んでいくこととする。  

① 年３者～７者に対して事業者ＢＣＰの策定・見直し支援を行う。  

② 損害保険加入の取組を年３者に対して行う。  

③ 上記目標達成のため、年１回セミナー、説明会を開催する。  

 

【定量的目標】 

取組目標として、事業者BCP策

定支援に関して以下の数値目標を

設定し、計画的に推進します。 

 

 

 

項目 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 

事業者ＢＣＰ策定件数 ３ ３ ５ ５ ７ 

セミナー開催件数 １ １ １ １ １ 

 

※ その他 

・本計画の内容に変更が生じた場合は、速やかに熊本県へ報告します。 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

１ 事業継続力強化支援事業の実施期間 

（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

２ 事業継続力強化支援事業の内容 

 本事業は、南阿蘇村商工会と南阿蘇村が緊密に連携し、明確な役割分担のもとに実施します。 

（１）村内小規模事業者の事業継続力強化の取組状況の把握  

管内事業者におけるBCPの策定状況や防災・減災への具体的な取組状況について把握し

ます。これにより、支援ニーズを的確に把握し、効果的な事業展開の基礎とします。 

（２）小規模事業者に対する事業継続力強化支援の内容 

巡回指導時にハザードマップを提示し、事業所ごとのリスクを具体的に解説します。ま

た、商工会広報誌やホームページを通じて、国の事業継続力強化に関する施策や、他地域の

優良事例を紹介し、意識啓発を図ります。さらに、BCP策定の専門家を招聘し、実践的な

策定支援セミナーを開催します。 

（３）フォローアップ  

BCPを策定済みの事業者に対しては、計画が形骸化しないよう、南阿蘇村の防災訓練へ

の参加を促します。訓練を通じて明らかになった課題点を基に、計画の実効性を高めるため

の具体的な見直し指導を行い、継続的な改善サイクルを定着させます。 

（４）知見の共有及び事業継続力の底上げ 

支援を通じて得られた好事例は、広報誌等で積極的に横展開し、地域全体の事業継続力強

化の底上げを図ります。また、地域内で連携して事業継続に取り組む「連携事業継続力強化

計画」の策定を支援し、個社の取り組みを面的・線的な強靭化へと発展させます。 

（５）関係団体等との連携  

  熊本県火災共済協同組合やBCP専門家（中小企業診断士等）、損害保険会社と連携し、

普及啓発セミナーを開催します。これにより、専門的な知見を事業者に提供します。あわせ

て、自然災害だけでなく、感染症による休業等に備えるための生命保険や休業補償など、多

様なリスクに対応するリスクファイナンス対策の重要性を周知し、具体的な商品や制度を紹

介します。 

  事業継続力強化計画の策定にあたって、熊本県商工会連合会の専門家派遣を活用し、策定

支援を行う。 

 

※ その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに熊本県へ報告する。 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和８年１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の

事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営

指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 都道府県及び関係市町村との連携体制 

・当会、本村企画観光課・総務課防災係が連携し、地域の実情を踏まえた災害リスクを把握すると

ともに、本計画の支援方針を決定するため、年１回、連絡協議会を開催する。 

・また、認定主体である熊本県と事前に相談・調整を行うことで、より地域の実情に応じた計画と

する。 

 

② 商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制 

・村内を３地区に分け、法定経営指導員１名と経営指導員２名、経営支援員５名の体制で巡回指導

を行う。経営指導員等を小規模事業者ごとに選定し、策定支援からフォローアップまで一体の支

援体制を構築する。 

・また、熊本県商工会連合会と連携し、事業継続力強化支援事業の実施に係る指導・助言や目標達

成に向けた進捗管理、事業継続力強化に係る専門家派遣や個別相談会が可能な体制をとる。 

 

③定量的に実施状況を把握し評価を行う体制 

・法定経営指導員１名、経営指導員２名、経営支援員５名の体制で、実施状況を定量的に把握し効

果測定を行う。 

・上記で把握・検証した実施状況を当会と南阿蘇村の連絡協議会（年１回開催予定）で評価すると

ともに、次年度の支援内容の検討を行う。 

 

④経営指導員等の資質向上に係る体制 

法定経営指導員 １名

経営指導員 ２名

経営支援員 ３名

経営支援員 ２名 連携

連絡調整
熊本県商工会連合会

南阿蘇村商工会（支所）

熊本県

南阿蘇村
総務課防災消防係

南阿蘇村
企画観光課

連携

連絡調整

事前相談

連携

連絡調整

南阿蘇村商工会（本所）

事務局長



・当会職員向けに研修や勉強会等を開催し、防災・減災や、保険、リスクファイナンスなど適宜専

門知識の習得及び最新情報の収集に努める。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

経営指導員   財津 宜往（連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

上記の経営指導員は、本計画の円滑な推進のため、以下の情報提供及び助言を行います。 

•本計画に定める具体的な取組の企画及び実行に関する助言 

•本計画に基づく事業の進捗管理、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

③広域経営指導員の当否 

経営指導員 財津 宜往は、施行規則第２条第２項に規定する広域経営指導員に該当しない。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

南阿蘇村商工会 本所 

〒869-1503 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田１４８８－１ 

TEL：0967-62-9435 ／ FAX：0967-62-9462 

E-mail：minamiaso@kumashoko.or.jp 

 

②関係市町村 

南阿蘇村 企画観光課 

〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽１７０５－１ 

TEL：0967-67-1112 ／ FAX：0967-67-2073 

E-mail：sangyo@vill.minamiaso.lg.jp 

 

南阿蘇村 総務課防災消防係 

〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽１７０５－１ 

TEL：0967-67-1111 ／ FAX：0967-67-2073 

E-mail：somu@vill.minamiaso.lg.jp 

 

・上記の内容に変更が生じた場合は、速やかに熊本県へ報告します。 

 

 

 

 

 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

必要な資金の額 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ 

 

・調査費 

・専門家派遣費 

・協議会運営費 

・セミナー開催費 

・パンフ・チラシ作製費 

・防災、感染症対策費 

１００ 

５０ 

２５ 

５０ 

５０ 

２５ 

１００ 

５０ 

２５ 

５０ 

５０ 

２５ 

１００ 

５０ 

２５ 

５０ 

５０ 

２５ 

１００ 

５０ 

２５ 

５０ 

５０ 

２５ 

１００ 

５０ 

２５ 

５０ 

５０ 

２５ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、伴走型補助金、南阿蘇村補助金、熊本県補助金、事業収入 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 



   

（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 


